


ます。

　そして、当協会々員が一致協力して県民に、対する設備関係の相談窓口や、講演会の実施など生活環境の向上ひいては建築

文化の向上を目的とした啓発活動を展開していきたいと考えています。

　このような目的を、達成するため「社団法人沖縄県設備設計事務所協会」を設立し、積極的な公益事業の推進を図っていこ

うとするものであります。

2)定款(抜粋)

社団法人　沖縄県設備設計事務所協会(案)

　　　　　　第1章　　総　　則

　　　　(名　称)

第1条　この法人は社団法人沖縄県設備設計事務所協会という。

　　　　(事務所)

第2条　この法人は事務所を沖縄県浦添市字西原334番地20に置く。

　　　　(目　的)

第3条　この法人は、建築設備等の知識に関する普及、啓発及び情報の提供社会的要

　　　　請に応えるための建築設備等の技術に関する調査、研究並びに建築設備設計

　　　　に関する人材の育成などを行い、もって県民の安全で快適な生活の発展に寄

　　　　与することを目的とする。

　　　　　　第2章　　事　　業

(事　業)

第4条　この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

　　　(1)建築設備設計及び工事監理業務の向上発展に関する調査研究

　　　(2)建築設備に関する講習会、講演会及び見学会の開催

　　　(3)建築設備に関する相談及び苦情処理等地域社会に貢献する事業

　　　(4)建築設備等の知識に関する普及・啓発及び情報の提供

　　　(5)建築設備設計に関する人材の育成

　　　(6)前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成する為必要な事業
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